
News Release 
報道関係者各位            公益社団法人 日本看護協会 広報部 

2025年 3月 5日 
 

                                         
＜リリースの問合せ先＞ 公益社団法人日本看護協会  広報部 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2 電話：03-5778-8547  FAX：03-5778-8478 

Eメール koho@nurse.or.jp  ホームページ https://www.nurse.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人日本看護協会（会長・高橋弘枝、会員 75万人）は 2月 26日、厚生労働省

の黒田秀郎老健局長に令和 8年度予算・税制等に関する要望書を、2月 27日には城克文医

薬局長に令和 8年度予算・政策に関する要望書を提出しました。報道関係の皆さまにおか

れましては、要望の趣旨をご理解いただき、さまざまな機会にご紹介いただきますよう  

お願い申し上げます。 

■老健局 

 85 歳以上の高齢者が増加し、医療と介護の複合サー

ビスを必要とする在宅療養者が増加すると見込まれて

います。住み慣れた地域での在宅療養を最期まで支える

ためには、訪問看護や看護小規模多機能型居宅介護（看

多機）、介護施設などの看護サービスの充実強化が喫緊

の課題です。そのため本会は、課題となっている在宅・

介護領域に従事する看護職員の確保・定着に向けた看護

職員の処遇改善や看護サービスの安定的な提供体制整

備に向けた税制上の支援措置などを要望しました。 

 高橋会長は「在宅・介護領域に従事する看護職員の確

保には、処遇改善が不可欠である。また、看多機の設置

推進のためには税制上の支援が必要であり、誰もが要介

護状態となった時に確実に介護サービスを受けられる仕組みの整備が求められる」と述べ

ました。 

黒田老健局長は「在宅・介護領域に従事する看護職員をどう支えるかについては、基本

報酬と加算の両面から進めていく。訪問看護、看多機の運営に係る税制上の措置について

は、国として全ての自治体で減免の特例措置を行うことは難しいが、必要性は理解した。」

との考えを示しました。また、要介護認定の迅速化を求めたことに対しては「①認定審査

期間の短縮化②暫定ケアプラン推進の両面で進める必要がある。①はデジタル化の推進に

より、認定にかかる日数の短縮が期待される。②は暫定ケアプランが活用されない理由な

ど、現場の声を聞きたい」と述べました。 

■医薬局 

高齢者の増加や人々の価値観の変化により、病気を抱えながら在宅や介護施設等で療養

 

在宅・介護領域での人材確保や税制措置を 

 

老健局、医薬局へ要望 

黒田老健局長（左）に 
要望書を手渡す高橋会長 
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する人々が増加しています。今後、在宅医療のニーズはさ

らに高まることが予測されており、人々が安心して望む場

所で療養生活を送るためには、必要な薬剤が適切なタイミ

ングで療養者に届けられる体制の整備が不可欠です。地域

によっては、薬剤師、医師、看護師が連携し、夜間や休日

であっても必要な薬剤を療養者に届ける仕組みが構築さ

れているケースがある一方、十分な体制が整っていない地

域も少なくありません。訪問看護ステーションでは極めて

限られた医薬品しか配置できず、夜間や休日に療養者の状

態が変化した際、医師や看護師が薬剤の確保に苦労する場

面が多く見受けられます。このような現状を踏まえ、訪問

看護において必要な薬剤を必要な時に提供できる仕組み

の構築を要望しました。高橋会長は、「訪問看護ステーショ

ンに必要な薬剤が配置されていないことで、患者の病状変化に即時対応できない状況が発

生している。これは訪問看護の本来の役割を十分に果たせない原因の一つであり、早急に

制度の見直しが求められる」と訴えました。 

城医薬局長は「問題意識は持っており、すでに検討会でも議論を進めている」と本会の

要望に理解を示した上で、「訪問看護ステーションに薬剤を配置することには課題もある

が、制度的な対応はできるだけしたいと思っている。しかし、仕組みを作っただけでは現

場は動かないため、地域の体制をどう作るかだ」との考えを示しました。 

城医薬局長（右）に 
要望書を手渡す高橋会長 



厚生労働省

老健局長 黒田 秀郎殿

2040年に向かう社会において、住み慣れた地域での在宅療養を最期まで支える吐也域包括ケ

アシステム」の構築に向け、訪問看護や看護小規模多機能型居宅介護(看多機)、介護施設など

の看護サービスの充実強化が喫緊の課題です。そのためには、在宅・介護領域に従事する看護

職員の確保・定着に向けた看護職員の処遇改善や、訪問看護、看多機の安定的な提供体制整

備に向けた税制上の支援措置等の取畔且みが不可欠です。

また、誰もが必要とする時に確実に介護サービスを受けることが出来るよう、課題解決を進める

必要があります。特に終末期におけるがん患者等、急速な状態の変化が予想される方の要介護

認定の迅速化は極めて重要な課題であり、早期に対応が検討される必要があります。

つきましては、以下の事項についてご検討ならびにご高配を賜りますよう、要望いたします。

令和8年度予算・税制等に関する要望書

公益社団法人

会長

令和 7年2月26日

日本看護協会

局橋弘

要望事項

1.在宅・介護領域に従事する看護職員の確保

2.訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の運営に係る税制上の措置

3.終末期におけるがん患者等の要介護認定の迅速化
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厚生労働省

医薬局長城 克文殿

高齢者の増加や人々の価値観の変化により、病気を抱えながら在宅や介護施設等で療養

する人々は増加し、療養者の病態もより複雑化しています。そのような場で療養者の最も身近

にいる医療専門職である看護師は、状態の変化を最初に把握することが多く、必要時には医

師と連携・協働し、重症化予防や早期介入をしながら療養生活を支えています。2015年には

さらなる在宅医療等の推進を図ることを目的に、「特定行為に係る看護師の研修制度」が創設

されています。

地域における医薬品の供給にっいては、薬邦伯市が重要な役割を果たしています。薬局の薬

剤師と医師や看護師等が連携・協働し、夜間や休日であっても必、要な薬剤が必要な療養者に

必要な時に届けられる仕組みが構築されている地域もあります。一方で、夜間・休日対応が可

能な薬局がない地域もあります。訪問看護ステーションには極めて限られた医薬品しか配置す

ることができないため、そのような地域では療養者の状態が変化し、医師から新たな薬剤の投

与の指示が出た場合に、薬剤の確保に看護師や医師が苦労する場面が少なくありません

2040年に向けては、在宅医療の二ーズはさらに増加すると見込まれており、人々が安心し

て望む場所で療養生活を送れるようにするためには、どこの地域であっても、必要な薬剤が、

必要な療養者に、必要な時に届けられる体制構築が不可欠です。そのため、人々が安心して

療養しっづけることができ、それを看護師が支えられるよう、以下の通り要望いたします。

令和8年度予算・政策に関する要望書

公益社団法人

会長

令和 7年2月27日

日本看護協会

高橋弘
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0 訪問看護で必要時に薬剤が提供できる体制構築

重点要望事項



訪問看護で必要時に薬剤が提供できる体制を構築され
たい 0

訪問看護ステーションに必要な薬剤が配置されていない
ことで利用者の病状変化に即時対応できなかった経験
がある看護師力汀割を超える。

医師があらかじめ手'順書で特定行為実施を指示しても、
薬剤が配置されていないために、必要な場面で特定行
為研修修了看護師が薬剤を投与できない制度的矛盾が
ある。

24時間対応薬局が存在する地域は限られるとともに、24

時間対応を標袴していても営業時間外に連絡がつかな
い薬局が少なくない実態がある。
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141^

■指定訪問看護事業者への販売・授与可能な医薬品
》滅菌消毒用医薬品
》臨時応急の処置や裾癒の予防・処置として必要な、グリ

セリン(浣腸用及υ汐1用)、濃グリセリン(浣腸用)、白色
ワセリン、オリブ油、生理食塩液、注射用水及び精製水

■訪問看護師の手元に薬剤や輸液カミないことで利用者の
病状の急変、3に即時対応できなかった経験の有無

(、3発熱、脱水、疾痛、裾癒、皮膚トラブル等)
n=1,340

全体経験かある,69.9 なし、 30.1

都市部・市街地

訪ル看護ステーションへの薬剤配置の必要性

104^

C 2025 dapanese Nursing Association

人口減少地域

167

121^

過疎地

■24時間対応可能な調剤薬局の有無

全体ある,382

都市部・市街地

65.8 96 ^

■医師の指示はあるが薬剤等がないために
タイムリーに対応できず、症状カミ悪化した事例、1が
あると回答した施設数 ^

190^
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171^

80.2

45.フ

被橿剤

脱水症状に対する輸液

鎮痛剤

抗生剤

浣腸液

ステロイド以外の軟

緩下剤

ステロイド軟

利尿剤

止痢剤

湿布

抗不安薬

抗精神病藁

人口減少地域

2

98.4

0% 2004 40% 6m682.2173 8m'0

涯絡はつくが対応は翌白以降
迅速に対応してくれる

浬絡はつくが対応は数日待たなければならない40200 Im%60
その日のうちには対応してくれる浬絡さえ取れナ、い80

山岸暁美「患者・利用者急変時の薬剤および特定行為に関する緊急調査」
(全都道府県の訪問看護に従事している看護師1,340名が回答)第8回規制改革推進会医療 叢 ・」.、゛症対策VVG 資料1-1-1 (2023年3月30日)よ1つ抜粋

@ 2025 」apanese Nursing A550clation

34.2

過疎地

出典

198

40.8

90^

0

61.8

抗けいれん剤^51

高カロリー輸液^19
(施股数)

0 20 40 60 80 lm 120 140 160 1帥 2(め(n*620)
出典:日本看護協会「2019年訪問看護における看護師のケアの判断と実施に関する実態調査」

(全訪問看護ステーションの管理者を対象に1丁い、 620人から回答を得た)

n=1,340

Im%

353

58.9

.1 排老ケフ、庄鯛俵患や捉●ケア、呼吸・砥鼠ケ
唖喧ケア.豆知症ケア、岨和ケア・疹病管理、
坐ケフ.状皿窒化鋳の封充において

.ユ・牲与が特定行嘉に含まれる纂剤

■訪問エリア内の24時間対応薬局は緊急で薬剤等が
必要になった時に対応をしてくれるか
(夜間、週末、祝祭日など営業時問以外) n=506

都市部・市街地 33.6 317.2 33.6

人口減少地域 31.0 16.4 26.98.6

^地 208.0 23.6

151^

20.フ
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